
 

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構委託 

産業別高齢者雇用推進事業 

パン製造業の高齢者雇用の現状（アンケート結果） 

① 常用雇用者の男女割合と職種構成比 

【回答結果】多くの女性パート・アルバイトの人が活躍 

 
② 60 歳以上で働いている人の割合 

【回答結果】60歳以上の割合は、正社員で約12％、嘱託

職員で78％、パート等で21％と、他業種と比

較しても高齢者活用が進んだ業界 

 
③ 正社員の定年制の有無と定年年齢 

【回答結果】定年制のある企業の割合は約8割、    

ない企業は約2割 

④ 継続雇用制度の有無と対象者 

【回答結果】定年制のある企業で継続雇用制度のある 

企業は8割で、そのうち希望者全員を継続

雇用制度の対象者とする企業割合は57％ 

⑤ 現在働いている目的 

【回答結果】中高齢者の「働く」という意識の中には、経済

的な要素だけでなく、仕事を通じた「生きが

い」や「社会参加」の継続を意向として含む 

 
⑥ 高齢者雇用推進のために必要なこと 

【回答結果】ニーズの高い各種制度改革（在職老齢年金、

各種助成金の充実など）や紹介・派遣による

外部機関の充実、雇用相談のサービス提供 

  

 パン製造業 

高齢者雇用推進の手引き 

  ～パン屋さんに役立つ方策と情報源～ 
            全日本パン協同組合連合会 

パン製造業高齢者雇用推進委員会 
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全日本パン協同組合連合会にはおよそ 2,300社が会員となっています。

この会員を対象としたアンケート調査結果によると、パン製造業界は既に

高齢者の雇用そのものは実現されていることがわかりました。そこで、業

界全体としては、①既にそれぞれの会社で働いている高齢者に 65歳ま

で、あるいは 70歳までいきいきと働いてもらうこと、そして②他社や他の

業界で働いてきた高齢者にも、新たに自社で働く機会を提供すること、こ

の 2つの観点を強調した内容となっております。 

平成 21年度 



 パン製造業高齢者雇用推進ガイドライン 

 

パン製造業における高齢者雇用推進の方策 

推進策１）現場とのコミュニケーションを緊密に 

① 経営者と従業員の良好なコミュニケーション 

従業員にとって、「○○さん、元気ですか？」

「業務で何か困っていることはありますか？」な

ど、気さくに経営者から声をかけられることは嬉

しくもあり、本人の仕事の励みにもなります。 

 
② 従業員の動機付けとして、満足要因を優先し

つつ、不満足要因の解消にも努力を 

従業員の満足度は、日常業務の効率化や業

績へも大きな影響を与える要因となっています。

満足度調査内容は、下図のとおりです。 

 
 

推進策２）報奨制度に工夫を 

① 報奨制度の意義と効果 

報奨制度は、社員の「やる気」を鼓舞するため

に制度化された、労使コミュニケーションの一形

態であるとも言えます。 

但し、会社に過度の財政負担をかけるような

褒美を用意する必要はありません。肝心なのは

会社がどれほど本気で社員の技能・実績に対し

て敬意を払えるかということです。 

② 効果的な報奨制度の一例 

(a) 優秀技能・実績の顕彰 

(b) すべての長期勤続者へのご褒美 

(c) パート社員への勤続表彰 

 

推進策３）従業員の参加意識の拡充 

① 高齢者ならではの役割 

(a) 新規販路の拡大  例）老人ホームの給食 

(b) 高齢者向け新商品の開発 

(c) 新商品・市場開拓案の社内公募 

(d) 出張パン教室の開催 

例）地域に密着した企画活動 

(e) 伝統技能の継承 

② 高齢者と中堅・若年者の協働 

会社は技能・経験の保有者が次世代にノウハ

ウを伝える体制を構築し、その結果を積極敵に

評価するシステムを作ることが肝要です。 

例）「技能継承ワークショップ」を社内に設け、高

齢技能者を指導者に任じ、その成果を業務

実績として正当に評価する。 

推進策４）高齢者に適した多様な働き方 

高齢従業員の身体的負担への配慮について

は、次のとおりです。 

(a) 労働時間の短縮・勤務時間の弾力化 

(b) 作業負担の軽減 

(c) 適職の配慮・仕事の分担の調整 

(d) 作業環境の改善 

 

推進策５）高齢者雇用ネットワーク構築の試み 

① 製パン技術を持つ全ての人に開かれたネット

ワークの構築 

   様々な理由で、働く意欲はありながらパン業

界を離職する人が居ます。これらの人の技能や

経験を生かし、引き続き業界で活躍してもらうた

めの仕組作りが必要とされます。 

公的な職業紹介事業などの活用と同時に、極

めて専門的な人材確保のために、地域の組合な

どを核として、パン製造企業群と製パン人材ネッ

トワークを構築し、専門人材を確保する仕組の

構築が検討されるべきでしょう。 

 
② ＵターンやＩターン組のやる気のある中高齢者

の採用 

   パン製造業の経験がなくとも、経理に強い、食

品会社の生産管理をやっていた、食品の販売業

務に精通しているなど、様々な能力を持った人

がいます。これらの人を新規採用して、自社の

弱い部門を強化することも十分に経営にプラス

効果が得られるでしょう。 


